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議
案
第
35

号

川
越
駅
東
口
駅
前
広
場
（
ペ
デ
ス
ト
リ

ア
ン
デ
ッ
キ
）
改
修
工
事
請
負
契
約

【
公
明
党
】

成
26

年
度
よ
り
３
・
０
％
増

加
し
て
い
る
。

問
消
費
税
10
％
へ
増
税
予
定

だ
が
、
過
去
に
増
税
さ
れ
た

こ
と
で
の
市
民
へ
の
影
響
は
。

答
平
成
元
年
の
消
費
税
法
施

行
以
来
、
段
階
的
に
税
率
が

引
き
上
げ
ら
れ
る
中
で
、
相

答
東
日
本
大
震
災
な
ど
の
大

規
模
地
震
に
対
し
て
も
橋
脚

問
今
回
の
耐
震
補
強
工
事
を

行
う
事
で
の
効
果
は
。

問
新
た
な
負
担
区
の
単
位
負

担
金
額
を
決
定
し
た
経
緯
を

伺
う
。

答
川
越
市
上
下
水
道
事
業
経

営
審
議
会
に
諮
問
し
５
回
の

審
議
を
重
ね
た
結
果
、
平
成

30

年
11

月
に
答
申
を
受
け
て

い
る
。
答
申
内
容
を
踏
ま
え
、

新
た
な
負
担
区
の
受
益
者
負

担
金
の
土
地
１
㎡
当
た
り
の

単
位
負
担
金
額
を
９
３
０
円

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

問
受
益
者
負
担
金
の
減
免
の

有
無
に
つ
い
て
伺
う
。

の
被
害
が
最
小
限
に
抑
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
歩
道
橋
の

利
用
者
の
安
全
性
に
加
え
て
、

そ
の
下
の
緊
急
輸
送
道
路
の

通
行
や
鉄
道
の
運
行
が
確
保

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、

地
震
時
の
安
全
性
だ
け
で
な

く
、
地
震
後
の
救
援
活
動
や

復
旧
活
動
な
ど
に
も
寄
与
す

る
も
の
で
あ
る
。

問
歩
行
者
へ
の
安
全
対
策
は
。

答
通
行
エ
リ
ア
と
作
業
ヤ
ー

ド
を
仮
囲
い
な
ど
で
明
確
に

区
分
す
る
こ
と
や
、
安
全
な

通
行
エ
リ
ア
へ
誘
導
す
る
交

応
に
負
担
し
て
も
ら
っ
て
い

る
。
ま
た
、
市
内
事
業
者
数

は
、
多
少
の
増
減
は
あ
る
が

大
き
な
変
動
は
な
い
。

答
対
象
者
の
申
請
に
基
づ
く

受
益
者
負
担
金
の
減
免
の
基

準
が
あ
り
、
主
な
も
の
は
、

公
の
生
活
扶
助
を
受
け
て
い

る
人
は
１
０
０
％
、
社
会
福

祉
法
人
が
経
営
す
る
施
設
の

土
地
は
75

％
の
減
免
が
あ
る
。

問
流
域
第
４
負
担
区
の
整
備

の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
伺
う
。

答
進
捗
率
は
約
92

％
で
、
未

整
備
地
区
は
、
大
字
上
寺
山

地
区
、
大
字
笠
幡
地
区
な
ど

の
一
部
を
含
む
14

地
区
で
あ

る
。

通
誘
導
警
備
員
の
配
置
な
ど

を
考
え
て
い
る
。
工
事
実
施

に
当
た
っ
て
は
、
受
注
者
や

関
連
機
関
と
十
分
協
議
を
行

い
、
万
全
の
安
全
対
策
を
図

り
た
い
。
併
せ
て
、
予
告
看

板
の
設
置
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

へ
の
掲
載
な
ど
に
よ
り
、
工

事
情
報
の
周
知
を
図
る
。

問
今
回
、
債
権
を
放
棄
す
る

市
営
住
宅
使
用
料
の
滞
納
額

の
内
容
は
？

答
平
成
３
年
11

月
分
か
ら
平

成
11

年
３
月
分
ま
で
の
89

カ

月
分
２
７
０
万
３
６
０
０
円

で
あ
る
。

問
債
権
を
放
棄
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
理
由
は
？

答
相
手
方
が
生
活
保
護
法
に

よ
る
保
護
を
受
給
し
て
い
る

こ
と
お
よ
び
高
齢
の
た
め
今

後
の
資
力
の
回
復
が
困
難
と

見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
徴

問
放
棄
す
る
水
道
料
金
債
権

は
い
つ
の
も
の
な
の
か
伺
う
。

答
相
手
方
の
法
人
が
営
業
し

て
い
た
３
店
舗
で
、
平
成
19

年
の
合
計
13

期
分
で
あ
る
。

問
議
会
の
議
決
に
よ
り
権
利

放
棄
を
行
う
必
要
の
あ
る
債

権
は
他
に
あ
る
か
伺
う
。

問
入
札
１
回
目
不
調
と
の
こ

と
だ
が
、
そ
の
理
由
を
ど
う

考
え
る
か
。

答
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
る

と
、
施
工
場
所
の
条
件
が
見

合
わ
な
い
こ
と
や
配
置
技
術

者
が
足
り
な
い
こ
と
が
主
な

理
由
と
考
え
ら
れ
る
。

問
通
行
す
る
エ
リ
ア
の
歩
行

者
等
の
安
全
の
確
保
に
つ
い

て
の
対
応
は
。

答
案
内
看
板
や
仮
囲
い
等
で

通
行
区
分
と
施
工
区
分
を
明

確
に
す
る
。
ま
た
、
歩
行
者

等
を
誘
導
す
る
案
内
役
を
配

置
す
る
こ
と
で
、
歩
行
者
等

が
安
全
か
つ
円
滑
に
移
動
で

き
る
よ
う
努
め
て
い
き
た
い
。

問
発
注
者
と
し
て
駅
周
辺
の

工
事
の
安
全
対
策
は
。

答
工
事
が
集
中
す
る
駅
周
辺

は
、
特
に
多
く
の
人
が
行
き

交
う
た
め
、
各
工
事
で
十
分

な
安
全
対
策
を
講
じ
た
上
で
、

施
工
業
者
相
互
の
協
力
が
図

ら
れ
る
よ
う
連
絡
調
整
を
密

に
行
い
、
安
全
確
保
に
十
分

配
慮
し
て
い
き
た
い
。

議
案
第
10

号

川
越
都
市
計
画
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
条
例
の
一
部
改
正

【
公
明
党
】

議
案
第
13

号

脇
田
歩
道
橋
耐
震
補
強
工
事
（
下
部
工
）
請
負
契
約

【
公
明
党
】

議
案
第
14

号

権
利
の
放
棄【

公
明
党
】

議
案
第
15

号

権
利
の
放
棄【

公
明
党
】

収
が
で
き
な
い
と
判
断
し
、

や
む
を
得
ず
権
利
の
放
棄
を

す
る
も
の
で
あ
る
。

問
債
権
の
放
棄
を
市
民
に
、

ど
う
説
明
し
て
い
く
の
か
？

答
滞
納
を
増
や
さ
な
い
た
め

の
努
力
を
し
て
い
る
が
、
今

後
は
、
今
回
の
事
案
の
よ
う

に
入
居
期
間
中
の
滞
納
が
長

期
間
に
な
ら
な
い
よ
う
早
期

に
解
決
す
る
よ
う
取
り
組
み
、

適
正
な
債
権
管
理
に
努
め
る

こ
と
で
市
民
に
対
し
て
理
解

を
得
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

答
議
会
の
議
決
に
よ
り
権
利

放
棄
を
行
う
必
要
の
あ
る
50

万
円
を
超
え
る
債
権
は
３
件

確
認
し
て
お
り
、
現
在
、
再

調
査
を
進
め
て
い
る
。
権
利

放
棄
が
必
要
と
判
明
し
た
際

は
、
改
め
て
議
会
の
議
決
を

（
次
ペ
ー
ジ
へ
）


